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2023年の出来事
1月11日	 	B型肝炎訴訟全国一斉提訴	 	

	 (以下3月、5月、7月、9月、11月)
1月11日	 	志賀原発差止訴訟期日	 	

	 （以下3月、5月、9月、12月）
1月11日	 じん肺訴訟期日（以下3月、8月）
1月17日	 死刑冤罪シンポジウム
1月22日	 「核兵器禁止条約」発効日宣伝
1月23日	 消費税宣伝行動（以下2～7月、9～11月）
2月 8日	 	生活保護基準引下違憲訴訟期日(以下5月、8月)
2月 8日	 	政務活動費住民訴訟判決言渡(市民の会関係)
2月13日	 	富山市議会政務活動費住民訴訟期日	 	

(市民オンブズ関係、以下3月、5月、7月、10月、12月)
2月19日	 イタイイタイ病県民フォーラム
2月26日	 オールとやま公開フォーラム
3月13日	 重税反対集会
3月20日	 B肝富山訴訟期日(以下6月、9月、12月)

4月29日	 イタイイタイ病資料館講演会
5月 1日	 第94回メーデー
5月 2日	 憲法講演会（清末愛砂氏）
5月29・30日	 イタイイタイ病専門立入調査
6月11日	 革新懇総会（小林節氏講演）
6月17日	 過労死110番
6月22日	 アスベスト被害訴訟提訴（東京地裁）
7月 1日	 イタイイタイ病研究会青島恵子医師講座
7月21日	 民暴大会in富山
8月15日	 終戦記念宣伝行動
8月24日	 全国一斉消費税宣伝行動
9月13日	 霊感商法ワンストップ相談会
10月14日	 イタイイタイ病全体立入調査
10月20日	 アスベスト被害訴訟期日
10月28日	 イタイイタイ病発生源対策立入調査
11月23日	 市民オンブズ富山総会
11月25日	 国民救援会県本部大会
12月 9日	 12・8反戦平和のつどい

　明けましておめでとうございます。　
　昨年は、ウクライナ、ガザ地区と戦禍絶えず、新年を寿ぐ気持ちも失せ
るような一年でしたが、11月30日に素晴らしいプレゼントがありました。
　生活保護は、10年近くにわたって最大10%も引き下げられてきまし
た。この基準引き下げに対し、生活保護法違反、ひいては憲法違反と
し、さらに損害賠償を認めた「いのちのとりで裁判」の名古屋高裁判決
です。日本はもちろん人類の未来に希望がもてるような全面勝利の画
期的判決でした。
　西山さんはじめ富山の皆さんには、いのちのとりで裁判へご支援、
ご参加いただきました。改めてお礼申し上げます。
　判決文は、いのちのとりで裁判全国アクションのホームページで読
めます。全文で193ページという力作です。初めて損害賠償で慰謝料1
万円を認めたことが何より画期的ですが、178ページ以下の判示部分
にエッセンスが詰まっています。是非お読みください。
憲法に忠実な判決-人権としての生活保護・社会保障
　改めて、憲法25条を見てみましょう。
1項　	すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有

する。
2項　	国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆

衛生の向上及び増進に努めなければならない。
　判決は、この条文の文言に忠実に判断し、生活保護を受ける権利
は、国・厚労省が言うような生活保護法によって与えられた「権利」で
はなく、憲法25条により主権者国民（判決ではこう表現しています）に
保障された最高位の権利・基本的人権を具体化したものであるといい
ます。
　とくに、最低限度の生活の保障に止まらず、国に「向上増進」する義
務があることを初めて認めたことが重要です。引き下げなど、もっての
ほかということです。
権利はたたかう者の手にある。
　この判決は、憲法97条にいう「人権のためのたたかいの成果」に他な
りません。たたかい続けた結果です。生活保護の老齢加算廃止・生存
権裁判では、福岡高裁判決を除き全敗でした。いのちのとりで裁判で
も2022年5月の熊本地裁判決まで大阪地裁判決を除き全敗でした。
　負けても、負けてもたたかい続けたからこそ、熊本地裁以降連戦連
勝で今度の名古屋高裁判決で13勝10敗となりました。
　中でも老齢加算福岡訴訟では、結果は敗訴でしたが、最高裁小法廷
から、厚労大臣の裁量に対して、統計等との合理的関連性や専門的知
見との整合性という枠をはめる大きな成果を引き出し、名古屋高裁判
決はそれに従っているのです。
「健康で文化的」でなければならない
　裁判では、原告自ら生活保護による厳しい生活、特に引き下げが及
ぼす影響について裁判官に直接訴えました。これが、裁判官の心を動
かしたのでしょう。引き下げ前の生活保護生活も余裕があったとは言
えない、引き下げでさらに苦しく、大変になった、重大な影響を受けた
としています。

　そして、ハイライトである「健康で文化的な最低限度の生活」につい
ては、次のように言います。憲法25条1項にいう「健康で文化的な最
低限度の生活」は、「人が3度の食事ができている」というだけでは、
「当面は飢餓や命の危険がなく、生命が維持できているというにす
ぎず・・・到底健康で文化的な最低限度の生活であるとは言えない」。
「健康であるためには、基本的な栄養バランスのとれるような食事を
行うことが可能であることが必要」である。また、「文化的であるため
には、孤立せずに親族間や地域において対人関係をもったり、当然な
がら贅沢は許されないとしても、自分なりに何らかの楽しみとなるこ
とを行うことなどが可能であることが必要であった」というのです。
原告の訴えに正面から応えたと言えるでしょう。
　ギリギリの「生存」に縛り付ける「最低限度」生活ではなく、「健康」
「文化」に比重を置いています。「健康で文化的」は単なる飾り言葉で
はなく、憲法25条1項の文言に忠実に、生活権・健康権・文化権を保障
していると捉えているといえるでしょう。「最低限度」に引きずられて
いる国、裁判所、そして憲法学等に対して重要な問題提起をしている
と思います。
精神的苦痛を与えたこと
　さらに、損害賠償・慰謝料を認めるにあたって、引き下げで受けた被
害を正しく認定しています。「9年以上という長期にわたり強いられ」、
「相当の精神的苦痛を受けたもの」であり、「金銭的、経済的な問題の
解消によってその全てが解消される性質のものではなく、事後的に本
件処分が取り消されたとしても、その間の生活が取り戻されるもので
もない」。「処分が取り消されることにより慰謝される部分があるとし
ても、その全てが慰謝されるとは認めがたい」として、金額は1万円で
すが、賠償を認めたものです。
人権の砦としての使命を果たす
　以上のように血の通った判決ですが、根底に裁判官の行政・厚労省
への憤りが感じられます。日本では司法府に対する行政府の優位、行
政府の「はしため」とすら揶揄されているような状態が長く続いてい
ます。国は、厚生労働大臣に広い裁量権が認められているのである
から、裁判所・裁判官は、口を出すな、という露骨な主張をしてきまし
た。ようやく、裁判・裁判官の独立を守り、主権者たる国民から与えら
れた違憲審査権を行使し、人権の砦としての使命を果たしています。
舞台は最高裁に
　舞台は最高裁にうつります。「理はわれにあり」で、勝訴は疑いませ
んが、油断はなりません。暮れの14日、那覇地裁が名古屋高裁無視の
不当判決を出しています。一回りも二回りも大きなたたかいが必要で
す。法廷内での運動はもちろん、憲法25条（社会保障）と9条（平和）
一体となった平和的生存権確立のたたかいを、「燎原の火のように」広
げましょう。
　社会保障予算削減をストップさせ、生活保護基準の大幅引き上げを
かちとった1960年の朝日訴訟一審勝訴判決は、安保反対闘争と一体
のものとして展開された「人権のためのたたかいの成果」です。
　生活保護・社会保障はもちろん、人権を確立し平和な日本を「現在
及び将来の国民に対し犯すことの出来ない永久の権利」（憲法97条）
として伝えましょう。
　富山地裁のたたかいが非常に大事です。皆さんの引き続いてのご奮
斗を宜しくお願いします。

　黒部市の図書館が新しくなりまし
た。子供向けのフロアがあり、木の
温もりあふれる空間で楽しく過ごせ
ます。子供達は、借りてきた絵本を
毎日読むようになりました。この図
書館をきっかけに本が好きになって
くれると嬉しいです。
	 額　賀　美　咲

　昨年は、コロナ禍で中止続きだっ
た行事が色々復活しました。大人は
準備が大変ですが、夏祭りや住民運
動会の記憶が、子どもたちの楽しい
思い出となってくれれば嬉しいで
す。
	 渡　邉　恭　子

　観葉植物を購入しました。初心者
で分からないことばかりなので、調
べながら育てています。家の中に緑
があるとリラックスでき、日に日に
成長する姿を見ると嬉しくなりま
す。これからも植物の成長を楽しん
でいきたいと思います。
	 澤　田　佳　奈

　猫を飼いたい娘。ねこ動画やねこ
カフェでどんどん気持ちが高まって
います。いよいよ今年は我が家にお
迎え？？とプレッシャーを感じてい
ます。
	 谷　川　千　佳

	 	 なかなか寝付けなかったので、
ヒーリングミュージックを聴きなが
ら眠ってみたところ、不思議と熟睡
できるようになりました。いい香り
の入浴剤を入れてゆっくり入浴した
り、色々試しています。
	 浅　田　亜　記

　明るい笑顔と懐かしい声で、先輩がたく
さんのゆずを届けてくださいました。
　ゆず大根のほか、たっぷりしぼってゆず
ソーダでもいただきました。
　部屋中がすっぱくて暖かい香に満たされ
て、元気に冬を過ごせそうです。	
	 	　金　尾　聡　子　

　昨年はスポーツの大会が目白押しで、私
もテレビの前で一喜一憂。楽しませてもら
いました。これまでスポーツ観戦には全く
興味がなかったのに、不思議なものです。
今年はオリンピックもあり、まだまだ楽し
みは続きそうです。
	 宮　下　　　景

　海外ドラマにハマっています。日本のド
ラマと違って、何年にもわたって続いてい
る作品もあるので、DVDを借りに行かな
くても、家に居ながら動画配信サービスで
気軽に色んな作品を見れるようになり嬉し
いです。
	 園　城　友　梨

富山での過ごし方
� 弁護士　福　島　悠　生
　　司法修習を終え、富山に戻ってきたのは昨年の４月にな
ります。つまり、2023年はまるまる１年富山にいることがで
きました。富山の良さを再認識し、帰ってきてよかったとつ
くづく実感しました。
　ところで、私の趣味は、バーベキューです。バーベキュー
を趣味と言っていいのか分かりませんが、バーベキューにと
りつかれていることに間違いはありません。
　一方でバーベキューを苦手とする人も多いように思いま

す。ただでさえ暑い夏に、外で、火を起こして、なぜ肉を焼
かなければならないのか、おっしゃるとおりだと思います。
私自身、夏のバーベキューで熱中症になりかけたことが、今
夏だけでも数回ありました。それにもかかわらず、なぜこん
なにバーベキューをしたいのか、自分でもわかりません。
　そんな中、私のバーベキューに対する考え方に変化があり
ました。それは、バーベキューにとっての最適な時期は秋で
あるということです。考えてみれば当然です。夏より涼しい
ですから。それを知ってからは、今までよりも快適なバーベ
キューライフを過ごすことができました。冬が明け、早く
バーベキューをしたいです。

井　上　英　夫（金沢大学名誉教授・
　いのちのとりで裁判全国アクション共同代表）
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